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国
の
法
改
正
に
合
わ
せ
、
道
は

国
民
健
康
保
険
を
平
成
30
年
度

か
ら
都
道
府
県
単
位
化
を
実
施
し
、
国

保
運
営
の
主
体
が
町
か
ら
道
へ
と
移
っ

た
。

　

国
保
運
営
が
新
た
な
制
度
と
し
て
６

年
が
経
ち
、
今
年
、
道
は
第
２
期
国
保

運
営
方
針
を
示
し
、
令
和
12
年
に
保
険

料
水
準
の
完
全
統
一
を
目
指
す
こ
と
が

示
さ
れ
た
。

　

先
行
し
て
実
施
し
て
い
た
大
阪
府
で

は
多
く
の
自
治
体
で
保
険
料
が
引
き
上

が
り
、
実
施
前
よ
り
１
万
２
０
０
０
円

も
上
が
っ
た
自
治
体
も
あ
る
。
国
保
の

保
険
料
は
市
町
村
の
医
療
提
供
体
制
の

違
い
や
収
納
率
、
被
保
険
者
の
構
成
で

大
き
く
異
な
る
。
統
一
す
れ
ば
、
も
と

も
と
保
険
税
（
料
）
の
高
い
都
市
部
に

平
準
化
さ
れ
、
多
く
の
自
治
体
は
大
幅

な
引
き
上
げ
に
な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ

る
。

　

こ
れ
ま
で
各
市
町
村
が
努
力
を
重
ね

国
保
会
計
を
維
持
し
、
被
保
険
者
の
保

険
税
を
上
げ
な
い
よ
う
住
民
と
と
も
に

作
っ
て
き
た
流
れ
が
破
壊
さ
れ
て
し
ま

う
。
町
の
今
後
の
動
向
と
認
識
を
以
下

伺
う
。

⑴
令
和
12
年
の
保
険
料
率
統
一
の
今
後

の
動
向
と
町
の
認
識

⑵
国
保
の
所
得
階
層
ご
と
の
加
入
者
数

⑶
滞
納
世
帯
の
状
況

⑷
コ
ロ
ナ
禍
で
の
特
定
減
免
が
廃
止
さ

れ
た
が
、
そ
の
後
の
影
響
は
。

⑸
令
和
４
年
、
国
は
未
就
学
児
に
係
る

均
等
割
保
険
料
の
５
割
を
公
費
負
担
と

し
た
。
町
と
し
て
拡
大
の
考
え
は
。

⑹
今
年
12
月
に
現
行
の
健
康
保
険
証
を

廃
止
し
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
と
一
体
と
な

る
。
保
険
証
の
存
続
を
国
に
求
め
る
べ

き
。

  

町　

長

町　

長  

⑴
令
和
６
年
度
の
保
険
税
を
試
算
す
る

と
、
北
海
道
へ
の
納
付
金
に
比
べ
て
約

７
３
３
０
万
円
の
財
源
不
足
が
生
じ
る

こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
た
め
、
国
民
健
康
保
険
基
金
を

取
り
崩
す
か
、
基
金
が
底
を
つ
い
た
場

合
に
は
、
保
険
税
率
を
引
き
上
げ
ざ
る

を
得
な
く
な
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
。

　

限
り
あ
る
基
金
を
活
用
し
急
激
な
負

担
増
と
な
ら
な
い
よ
う
、
適
切
な
保
険

税
負
担
に
つ
い
て
見
極
め
て
い
き
た
い
。

⑵
国
保
の
所
得
階
層
ご
と
の
加
入
者
数

⑶
令
和
４
年
度
以
前
分
の
滞
納
世
帯
数

　

こ
の
う
ち
、
有
効
期
間
を
６
か
月
と
す

る
短
期
被
保
険
者
証
を
交
付
し
て
い
る

世
帯
は
82
世
帯
１
２
４
人
、
資
格
証
明

書
を
交
付
し
て
い
る
世
帯
は
３
世
帯
５

人
で
あ
る
。

⑷
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
が
５

類
感
染
症
に
移
行
後
、
ワ
ク
チ
ン
接
種

の
効
果
な
ど
に
よ
り
、
収
入
が
大
き
く

減
少
す
る
ほ
ど
の
重
篤
な
り
患
者
は
減

少
し
た
も
の
と
推
測
し
て
い
る
。

⑸
子
ど
も
の
均
等
割
軽
減
の
拡
大
は
、

国
の
財
政
負
担
に
よ
り
実
施
す
べ
き
も

の
で
あ
り
、
現
時
点
に
お
い
て
町
単
独

で
行
う
考
え
は
な
い
。

⑹
国
で
は
マ
イ
ナ
保
険
証
を
保
有
し
て

い
な
い
方
な
ど
す
べ
て
の
人
に
対
し
、

当
分
の
間
、
資
格
確
認
書
を
保
険
者
に

お
い
て
職
権
で
交
付
す
る
考
え
で
あ
る

こ
と
か
ら
、
町
と
し
て
現
行
の
保
険
証

の
存
続
を
国
に
求
め
る
考
え
は
な
い
。

  

再
質
問

再
質
問  

　

国
保
の
被
保
険
者
の
所
得
状
況
は

１
０
０
万
円
以
下
が
４
割
に
の
ぼ
り
、

被
保
険
者
の
収
入
は
決
し
て
高
く
な
い
。

保
険
税
の
引
き
上
げ
は
く
ら
し
を
圧
迫

す
る
。
引
き
上
げ
る
べ
き
で
は
な
い
。

  

答答  

　

町
の
国
保
財
政
だ
け
で
は
難
し
い
状

況
に
あ
り
、
国
に
対
し
、
国
の
財
政
負

担
割
合
を
拡
大
す
る
よ
う
、
全
国
町
村

会
や
北
海
道
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合

会
を
通
じ
て
要
望
を
行
っ
た
と
こ
ろ
で

あ
る
。

問

【令和６年２月末現在】

世帯の所得階層 世帯 人

100 万円未満 1,741 2,218

100 万円以上　200 万円未満 715 1,144

200 万円以上　300 万円未満 351 615

300 万円以上　400 万円未満 140 266

400 万円以上　500 万円未満 75 161

500 万円以上 378 1,134

被保険者総数 3,400 5,538
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答問
令
和
12
年
の
保
険
料
の
完
全
統
一
で
、
国
保
税

引
き
上
げ
の
検
討
は
避
け
て
は
通
れ
な
い

国
民
健
康
保
険
の
今
後
の
推
移

世帯の所得階層 世帯

100 万円未満 86

100 万円以上　200 万円未満 40

200 万円以上　300 万円未満 34

300 万円以上　400 万円未満 9

400 万円以上　500 万円未満 1

未申告または転出により
所得情報がない世帯 82

合計 252

【令和６年２月末現在】


